
名張市告示第３３号 
名張市林業用機械導入費補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和８年３月１６日 
 

名張市長 北 川 裕 之 
 

   名張市林業用機械導入費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、安定的かつ継続的な林業を可能とするため、原材料費、光熱水費等

の高騰の影響を受けている林業者の林業機械の導入に対し補助金を交付することについ

て、名張市補助金等の交付に関する規則（昭和４４年規則第４号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）林業者 市内において林業（森林の経営若しくは管理又は森林施業若しくは木材の 

収集、搬出をいう。以下同じ。）に従事する者（施業を自ら行う者に限る。）をいう。 

（２）林業機械 林業の用に供する機械であって、導入（当該機械を市内の事業者から購

入し、又はリース契約（契約期間が１年以上のものに限る。）を締結して借り入れる

ことをいう。以下同じ。）することによりその生産性の向上、燃費の向上又は作業の

省力化が見込めるものをいう。 

 （補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる者（以下

「補助対象者」という。）は、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項に規

定する地域森林計画の対象となる市内の民有林において継続的に林業を行う林業者であ

って、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

（１）市税を滞納している者 

（２）暴力団員（名張市暴力団排除条例（平成２３年条例第２号）第２条第２号に規定す

る暴力団員をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員と密接な関係を持って

いる者 

 （補助対象事業及び経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は林業機械

（補助金以外の補助金等の交付の決定を受けたものを除く。）の導入とし、補助の対象

となる経費は補助対象事業に要する費用（消費税及び地方消費税を除き、１５万円以上

の場合に限る。）（以下「補助対象経費」という。）とする。 



 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額に３分の２を乗じて得た額（１，０００円未満

の端数は、切り捨てる。）又は５０万円のいずれか少ない方の額とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、名張市林業用機械導入費補助金交

付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより、申

請しなければならない。 

（１）事業計画書兼収支予算書（様式第２号） 

（２）見積書及び内訳書の写し 

（３）林業機械の仕様等が確認できる書類の写し 

（４）林業機械の使用に必要な資格を証する書面の写し 

（５）保管場所及び使用場所の見取図並びに写真 

（６）その他市長が必要と認める書類 

（申請の受付期間） 

第７条 補助金の交付の申請の受付期間は、令和８年４月１日から令和９年１月２９日ま

でとする。 

 （交付決定） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請があった場合において、速やかにその内容を審

査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、名張市林業用機械導入費補助金交

付決定通知書（様式第３号）により、当該申請を行った補助対象者に通知するものとす

る。 

２ 第６条の規定により申請をした補助対象者は、前項の規定による交付の決定を受けた

日以後でなければ、当該申請に係る補助対象事業に着手してはならない。 

 （変更等の申請） 

第９条 前条第１項の規定による交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、当該決定を受けた補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若し

くは廃止しようとする者は、名張市林業用機械導入費補助金（変更・中止・廃止）承認

申請書（様式第４号）を市長に提出することにより、申請しなければならない。 

２ 前項の場合において、補助対象事業の内容の変更に係る申請をするときは、次に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

（１）変更事業計画書兼変更収支予算書（様式第５号） 

（２）変更に係る第６条各号に掲げる書類 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、速やかにその内容を審査し、

適当と認めたときは、名張市林業用機械導入費補助金（変更・中止・廃止）承認決定通



知書（様式第６号）により、当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了した日から起算して

３０日を経過した日又は令和９年３月２５日のいずれか早い方の日までに、名張市林業

用機械導入費補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出

することにより、その実績を報告しなければならない。 

（１）林業機械の導入に係る契約書の写し 

（２）領収書の写し（内容が確認できるものに限る。） 

（３）林業機械のメーカー、型番等が確認できる書類の写し 

（４）林業機械の導入が確認できる写真 

（５）林業機械の保証書の写し 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定及び交付） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告があった場合には、その内容を確認し、及び必

要に応じて現地調査を行った上で交付すべき補助金の額を確定し、名張市林業用機械導

入費補助金額の確定通知書（様式第８号）により、当該報告をした交付決定者に通知す

るものとする。 

２ 交付決定者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに名張市林業用機械導

入費補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出することにより、補助金の交付を請

求しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

（財産処分等の制限） 

第１２条 交付決定者は、林業機械の法定耐用年数の期間内において、当該林業機械を補

助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担

保に供しようとするとき（以下「財産処分等」という。）は、あらかじめ名張市林業用

機械導入費補助金財産処分等承認申請書（様式第１０号）を市長に提出することにより

申請し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき

事由以外の事由により、当該林業機械の財産処分等をする場合は、この限りでない。 

２ 市長は、前項本文の規定による申請があった場合において、速やかにその内容を審査

し、その財産処分等を承認すべきと認めたときは、名張市林業用機械導入費補助金財産

処分等承認通知書（様式第１１号）により、当該申請をした交付決定者に通知するもの

とする。 

 （林業機械の管理） 

第１３条 交付決定者は、導入した林業機械を善良な管理者の注意をもって管理するとと



もに、その効果的な運用を図らなければならない。 

（関係書類の保管等） 

第１４条 交付決定者は、補助対象事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌

年度から起算して５年間、保管しなければならない。ただし、その林業機械（第１２条

第１項本文の規定により財産処分等をしたものを除く。）が法定耐用年数を経過しない

場合には、当該法定耐用年数が経過するまでの期間保管しなければならない。 

 （使用状況の報告） 

第１５条 交付決定者は、令和９年度における補助金に係る林業機械の使用の状況につい

て、名張市林業用機械導入費補助金林業機械使用状況報告書（様式第１２号）を市長に

提出することにより、報告しなければならない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


